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年末年始に向けた新型コロナウイルス感染症への対応について（依頼） 

  

平素より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に御理解・御協力をいただき、誠に

ありがとうございます。 

本県では１２月１２日に「福岡コロナ警報」を発動し、医療機関に対して、患者受入と治

療体制の整備を要請し、県民及び事業者の皆様に対して、感染防止対策の徹底をお願いして

きました。 

現在の感染状況は、依然として高い水準の推移となっており、高齢者や障がい者の福祉施

設、飲食店でクラスターが発生しています。 

一方で、医療提供体制を見ると、病床の稼働率はコロナ警報の基準である２５％を超えて

いますが、重症病床の稼働率は基準以下の 16.7％（12/23）であり、無症状者や軽症者に対し

ては、４施設１，０５７室の宿泊療養施設で受入れを進めていることから、直ちに医療提供

体制がひっ迫する状況にはありません。 

  しかしながら、年末年始は、帰省や旅行など人の移動が多く、カウントダウンイベント、

初詣など人が集まることの多い時期です。これ以上の感染拡大が続き、医療提供体制にさら

なる負荷がかからないようにするため、今回の年末年始は、とりわけ、静かに過ごすことが

極めて大事です。 

 つきましては、これ以上感染拡大が続き医療提供体制がひっ迫することがないよう、マス

クや手洗いなど基本的な感染症防止対策の徹底に加え、別添資料の内容について、貴校の学

生、教職員等の方々に周知していただき、感染防止対策を実施していただきますようお願い

いたします。    

 

 

別添資料  年末年始に向けた新型コロナウイルス感染症への対応について 

      ※ 第１９回対策本部会議については、以下を参照願います。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/coronakaigi19.html 
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